
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
保
安
林
の
指
定
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
四

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
六
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
報

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
柏
友
会

つ
が
る
市
柏
桑
野

木
田
若
宮
二
五
五

の
一

訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

お
の
え
荘

平
川
市
猿
賀
池
上

一
〇
〇
の
一

平
成
三〇･
三･
一

株
式
会
社

ふ
ぁ
み
り
あ
五
所
川
原
市
大
字

中
泉
字
田
川
二
〇

の
二

訪
問
介
護
訪
問
介
護

ふ
ぁ
み
り
あ
五
所
川
原
市
大
字

高
野
字
北
原
二
二

二
の
一

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

第
四
千
四
百
二
十
号

平
成
三
十
年

三
月
五
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
百
六
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院

医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
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社
会
福
祉
法

人
柏
友
会

つ
が
る
市
柏
桑
野

木
田
若
宮
二
五
五

の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

お
の
え
荘

平
川
市
猿
賀
池
上

一
〇
〇
の
一

平
成
三〇･
三･
一

株
式
会
社

ふ
ぁ
み
り
あ
五
所
川
原
市
大
字

中
泉
字
田
川
二
〇

の
二

介
護
予
防

訪
問
介
護
訪
問
介
護

ふ
ぁ
み
り
あ
五
所
川
原
市
大
字

高
野
字
北
原
二
二

二
の
一

〃

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

テ
ッ
ク
調
剤
薬
局
橋
本
店

青
森
市
橋
本
三
丁
目
一
九
の
七

平
成
三〇･
三･
一

３
丁
目
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
大
町
三
丁
目
六
の
二

〃

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
八
戸
城
下

店

八
戸
市
城
下
四
丁
目
四
の
一
九

〃

ミ
ラ
イ
フ
ル
ホ
ー
ム
ナ
ー
ス

サ
ー
ビ
ス
八
戸

八
戸
市
南
類
家
二
丁
目
一
七
の
一
九

〃

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
間
ノ
田
六
四

平
成
三〇･
二･一〇

変
更
後

八
戸
市
田
向
二
丁
目
一
の
一

変
更
前

ア
イ
ン
薬
局
八
戸
東
店

八
戸
市
大
字
田
向
字
毘
沙
門
前
三

の
九

〃

変
更
後

八
戸
市
田
向
三
丁
目
二
の
一
五

変
更
前

田
向
調
剤
薬
局

八
戸
市
大
字
田
向
字
野
堰
二
の
五

〃

変
更
後

八
戸
市
田
向
二
丁
目
五
の
二
六

変
更
前

サ
カ
エ
薬
局
田
向

八
戸
市
大
字
田
向
字
デ
ン
ト
ウ
平

一
〇
の
一

〃

変
更
後

八
戸
市
田
向
四
丁
目
一
三
の
一
〇

変
更
前

有
限
会
社
八
戸
保
険
調
剤
薬
局

八
戸
市
大
字
田
向
字
間
ノ
田
一
五

の
一

〃

変
更
後

八
戸
市
田
向
二
丁
目
七
の
七

変
更
前

か
わ
せ
み
薬
局

八
戸
市
大
字
田
向
字
冷
水
二
二
の

二
の
二

〃

変
更
後

八
戸
市
田
向
五
丁
目
二
一
の
二
四



三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
四
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

弘
前
市
大
字
湯
口
字
一
ノ
下
り
山
八
七
の
五
六
〇
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
弘
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

黒
石
市
大
字
大
川
原
字
焼
山
二
の
一
二

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件
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氏

名
勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

名

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

中
畑

徹

一
部
事
務
組
合

下
北
医
療
セ
ン

タ
ー
む
つ
総
合

病
院

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
二
の
八

小
児
科
（
じ
ん
臓
機
能

障
害
）

平
成
三〇･
三･
一

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行

う
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社

ヴ
ァ
ー
ベ
ナ
弘
前
市
大
字
和
徳

町
一
七
八

児
童
発
達

支
援

児
童
支
援
事

業
所
ポ
コ
ア

ポ
コ

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
佐
野
二
九

の
一
八

平
成
三〇･
三･
一

株
式
会
社

ヴ
ァ
ー
ベ
ナ
弘
前
市
大
字
和
徳

町
一
七
八

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
支
援
事

業
所
ポ
コ
ア

ポ
コ

青
森
市
浪
岡
大
字

浪
岡
字
佐
野
二
九

の
一
八

〃



㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
黒
石
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
北
都

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤
信
孝

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
油
川
字
柳
川
三
一
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
〇
〇
七
八
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
川
原
土
木
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

川
原
雄
三

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
二
六
三
の
九
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
五
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
二
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

青
森
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協
議
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
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第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
立
学
校
に
お
け
る
学
校
運
営
協

議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
設
置
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
協
議
会
の
目
的
）

第
二
条

協
議
会
は
、
学
校
運
営
及
び
当
該
運
営
へ
の
必
要
な
支
援
に
関
し
て
協
議
す
る
機
関
と
し

て
、
青
森
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
及
び
校
長
の
権
限
と
責
任
の

下
、
地
域
住
民
等
（
地
域
住
民
、
保
護
者
及
び
学
校
運
営
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
校
運
営
へ
の
参
画
や
、
地
域
住
民
等
に
よ
る
学
校
運
営
へ
の

支
援
及
び
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
校
と
地
域
住
民
等
と
の
間
の
信
頼
関
係
を
深
め
、

学
校
運
営
の
改
善
及
び
児
童
生
徒
の
健
全
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
三
条

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
の
設
置
が
適
当
と
認
め
る
学
校
（
以
下
「
対
象
学
校
」
と
い

う
。
）
に
協
議
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
を
置
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
対
象
学
校
の
所
在
す
る
地
域
の
住
民

（
以
下
「
地
域
住
民
」
と
い
う
。
）
、
対
象
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
、
児
童
又
は
幼
児
の
保
護
者

（
以
下
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
及
び
対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
学
校
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
承
認
）

第
四
条

対
象
学
校
の
校
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
毎
年
度
基
本
的
な
方
針
を
作

成
し
、
協
議
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。

一

学
校
経
営
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

組
織
編
制
に
関
す
る
こ
と
。

２

対
象
学
校
の
校
長
は
、
前
項
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
従
っ
て
学
校
運
営
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
学
校
運
営
に
関
す
る
意
見
の
申
し
出
）

第
五
条

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
運
営
に
関
す
る
事
項
（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
、
教
育
委
員
会
又
は
対
象
学
校
の
校
長
に
対
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
職
員
の
採
用
そ
の
他
の
任
用
に
関
し
て
、
学
校
運
営
の
基
本
的
な
方

針
の
実
現
に
資
す
る
事
項
（
特
定
の
個
人
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
に

対
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

協
議
会
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
対
象
学
校
の
校
長
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
学
校
運
営
に
関
す
る
評
価
）

第
六
条

協
議
会
は
、
毎
年
度
一
回
以
上
、
対
象
学
校
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
も
の
と

す
る
。

（
住
民
の
参
画
の
促
進
等
の
た
め
の
情
報
提
供
）

第
七
条

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
運
営
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
、
保
護
者
及
び
対
象
学
校
の
運
営

に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
の
理
解
、
協
力
、
参
画
等
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

協
議
会
は
、
対
象
学
校
の
運
営
及
び
当
該
運
営
へ
の
必
要
な
支
援
に
関
す
る
協
議
の
結
果
に
つ

い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
者
に
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
任
命
）

第
八
条

協
議
会
の
委
員
は
、
十
人
以
内
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教
育
委
員

会
が
任
命
す
る
。

一

地
域
住
民

二

保
護
者

三

対
象
学
校
の
運
営
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者

四

対
象
学
校
の
校
長

五

そ
の
他
、
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者

２

教
育
委
員
会
は
、
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
対
象
学
校
の
校
長
か
ら
意
見
を
聴
く

も
の
と
す
る
。

（
守
秘
義
務
等
）

第
九
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同

様
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
を
行
う
こ
と
。

二

委
員
と
し
て
の
地
位
を
営
利
行
為
、
政
治
活
動
、
宗
教
活
動
等
に
不
当
に
利
用
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
、
協
議
会
及
び
対
象
学
校
の
運
営
を
妨
げ
る
言
動
を
行
う
こ
と
。

（
任
期
）

第
十
条

委
員
の
任
期
は
、
一
年
以
内
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
会
長
等
）

第
十
一
条

協
議
会
に
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。

２

会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

３

会
長
は
、
協
議
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

４

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
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の
職
務
を
行
う
。

（
会
議
）

第
十
二
条

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
及
び
副
会
長
が
選
出
さ
れ
て

い
な
い
と
き
は
、
対
象
学
校
の
校
長
が
招
集
す
る
。

２

会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

会
議
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
会
議
の
公
開
）

第
十
三
条

会
議
は
、
公
開
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
議
会
が
認
め
る
と
き
は
、
公
開
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

傍
聴
人
は
、
会
議
の
進
行
を
妨
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
協
議
会
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
十
四
条

教
育
委
員
会
は
、
協
議
会
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
的
確
な
把
握
を
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
指
導
及
び
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
協
議
会
の
運
営
が
適
正
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
学
校

の
運
営
に
現
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
協
議
会

の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
及
び
対
象
学
校
の
校
長
は
、
協
議
会
が
適
切
な
合
意
形
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
必
要
な
情
報
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
解
任
）

第
十
五
条

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
委
員
を
解
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

本
人
か
ら
辞
任
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合

二

第
九
条
に
違
反
し
た
場
合

三

そ
の
他
解
任
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

２

教
育
委
員
会
は
、
委
員
を
解
任
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
六
条

こ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
第
二
号
中
「
獣
医
師
」
の
下
に
「
、
薬
剤
師
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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